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総務文教常任委員会

議案第99号 平成25年度山陽小野田市小型自
動車競走特別会計補正予算（第3回）について

他 議案１２件 請願２件



山陽オート収入減に伴う補正

競走事業収入を6億8000万円減額。
歳出では、競走事業費など合計で6億8000万円
減額。

 概要

 主な論点

「払い戻し率の減額が売上減につながったので
は？」「業界全体で売上減となっているので、上部
団体も含めた対策が必要では？」
→「オート開催６場での生き残りをかけて協力がさ
れている」

 結果 全員賛成で可決



消費税率改定に伴う条例改正

消費税法の改正に伴い、使用料金などを設定し
ている２０の条例を改正し、市の施設使用料金
などを改正しようとするもの。

使用料金などの増収見積もり分は約５００万円。
経費には消費税が課せられており、国からも消
費税の増額導入の通達がきている。

 結果 賛成多数で可決

 主な論点

 概要





民生福祉常任委員会

議案第93号 平成25年度山陽小野田市国民健
康保険事業特別会計補正予算（第2回）について

他 議案５件 請願２件



平成２５年度国保会計補正予算（第2回）

 概要

前年度繰越金の積み立てで、基金合計は約4億
9000万円となる。
国保基金は保険給付額の10％、5億7000万円

程度は積み立てていきたい。

主な論点

「保険料が県下で最高位であり、繰越金を保険
料の引き下げに回すべきでは」の問いに「今年
度も約7400万円程度あてて、引き下げた。来年
度も検討したい」との答弁があった。

結果 全員賛成で可決



石丸総合館条例の一部改正

 概要

4月からの消費税引き上げと公共施設使用料の
平準化のために、会館使用料の変更をするもの

 主な論点

「地域住民は無料の規定があるが、地域とはど
の範囲か」との問いに「来年6月をめどに条例全
体の見直しを行う」との答弁を了承した。

結果 全員賛成で可決（本会議では賛成多数）



新火葬場は市内に建設を求める請願

 概要

新火葬場は、広域連携による宇部白石斎場での
建替えではなく、市単独で市内に建設を求める。

 主な論点

「小野田斎場がなぜ選択肢から外されたのか」
の問いに、市の担当課より「合併特例債を活用
するため時間的にも、都市計画法上からも困
難」との回答があった。

 結果 賛成多数で採択



産業建設常任委員会

議案第92号 平成25年度山陽小野田市駐車場
事業特別会計補正予算（第1回）について

他 議案１２件



勤労青少年ホーム条例の一部改正

消費税率の引き上げに併せて使用料の見直しを
行い、小野田地区と山陽地区とで生じている類似
施設の使用料の格差を見直し、統一する。

また、使用料を一時間当たりの単価とする。

「山陽地区はあまりにも値上げ幅が大きすぎな
いか」との問いに「今後は住民に理解を得るた
め、広報やホームページで周知する」との答弁
があった。

 概要

 主な論点

 結果 賛成多数で可決



下水道条例の一部改正

消費税の税率が引き上げられることにより下水
道使用料の改正に加え、経営健全化のため下
水道使用料の見直しを行い、現行使用料を

８.９％増とするもの。

「今回の引き上げ幅は大きすぎないか。引き上
げをする根拠は」との問いに「経費回収率を
100％にし、使用料で汚水処理費を賄えるよう
にするもの」との答弁があった。

 結果 賛成多数で可決

 主な論点

 概要



一般会計予算決算常任委員会

議案第91号 山陽小野田市一般会計補正予算
（第5回）について



平成25年度一般会計補正予算（第5回）

補正の主なものは、人件費の調整、決算に伴う
剰余金処分に係る基金積み立て、子ども子育て
支援事業、保育所運営事業、都市計画事業、災
害復旧事業、各特別会計への繰り出し金、施設
補修など取り急ぎ措置すべき案件の補正で、歳
入歳出に4億4,366万3000円を増額するもの。

 概要



・公衛社の株式を全額譲渡した経緯と今後懸
念される事項。

・コンパクトシティの概要で厚狭駅南北自由通
路の実現性。

 結果 全員賛成で可決

 主な論点





質疑応答

発言の前に自治会名とお名前をお願いします。

質問は一問一答で行います。

質問内容は簡潔に１分以内くらいに

まとめてください。

議員個人への質問・批判などはご遠慮願います。



山陽小野田市議会 12月議会報告会

参加者アンケートにご協力ください。


